補助金支給に関する内規の補足説明

「補助金支給に関する内規（注１参照）」をより理解しやすくするために、本部や支部で認める補助金対象となる活動について以下補足説明しますので、ご確認下さい。

1） 過去から継続して活動してきた同好会やクラブ活動、並びに社友会会員相互の情報交換、親睦を推進するための同期会や親睦会活動を言う。しかも、1回限りではなく、今後も最低年1回程度は定期的に開催するものを、原則として対象とする。
2） 即ち、単なる飲み食い費用の補助ではなく、参加メンバーも可能な範囲で拡大することを目指すこと、即ち会員間の親睦をより推進することを目指すことも要件とする。更に、社友会非会員のファイザー出身者も参加されるケースがかなりあると考えるが、それらの非会員の方々には会員になって頂くことを奨励してもらう。
以上を勘案し、それぞれの案件に関して、各支部長が、又は世話人・幹事が本部所属扱いとなる場合には本部会長等が補助費支給の可否を判断し、記名・捺印するものとする。
３）過去には実施したことが無くても、上記の目的に沿った活動を新たにスタートする場合にも、上記１）と２）に従い、各支部長、又は会長等が補助費の可否を判断する。
４）それぞれの活動に関し、例えば承認者である支部長や会長本人が参加する場合には、
参加者でない支部役員や副会長等が補助費支給の可否を判断し、記名・捺印する。
(利益相反の観点での対応策)

（注１）内規：(2022年5月1日発効)
　　５．補助金；
        ①会員相互の親睦を推進するために、会員間で独自に企画した同好会、クラブ活動、同期会、地域親睦会等の各々の活動に関し、親睦活動補助金を支給する。
        ②補助金額は、1回・1人当たり2,000円を限度とし、年3回まで補助するものとする。但し、当然ながら、一緒に活動された場合でも、ファイザー社友会会員以外の方は対象外とする。
     　 ③当補助金を供与する対象となる費用は、親睦会、食事代、並びに活動するための会場等の利用料等、支払時に領収書が取れるものに限るものとし、1回・1人当たりの単価が2,000円未満の場合は、その金額を限度として補助するものとする。
以　上

